
本市 受審施設 評価機関

１　問合せ
申請受付
状況回答

問合せ

２　申請 申請書類送付 見積書

３　交付決定
交付決定

通知書送付

４　契約 契約締結 契約締結

５　受審 評価受審
（３か月～６か月ほど※１）

評価実施

６　実績報告
　　意見等提出①

実績報告
意見等提出①

７　補助金額確定 補助金額確定

８　請求 請求書送付

９　補助金支出 補助金支出

10　意見等提出② 意見等提出②※２

横浜市福祉サービス第三者評価受審料補助金申請フローチャート

受審相談

※１：記載している受審期間はあくまで目安であり、実際には評価機関や受審時期により異なります。
※２：意見等提出書の提出は２回あり、１回目が実績報告時、２回目が受審後１年以内に横浜市からお送りする提出書②に
　　　よるものです。
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